
Ｒ６年４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

Ｒ７年１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月
福祉医療機構借入を行う場合
は並行して申込すること。

８月

９月

１０月

１１月

１２月

Ｒ８年１月

２月
指定申請等を行う場合は並行
して申請を行うこと。

３月

４月

５月

６月

※おおよそのスケジュールであり、時期が前後する場合がある。

令和７年度社会福祉施設等施設整備費補助金に係る事業スケジュール（案）

年 年月 県 設置主体（事業者） 備考

前
年
度
ま
で

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

用地選定、確保

関係行政機関との調整

設置予定地近隣住民への説明等

事業計画策定

資金計画策定

ほか

協議書提出依頼

施設整備相談

設置予定地市町村への相談

市町村へ協議書提出

県社会福祉法人審査会

補足調査

（必要に応じて現地調査）

市町村意見照会

国庫補助協議

建築確認申請

入札

補助金内示

中間検査

完了検査 竣工

事業報告書提出
交付額確定

交付申請
補助金交付決定

工事請負契約締結・着工

補助金請求
補助金交付


